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CLP 4.5概要
Adobe Open Options (AOO) CLP 4.5 は、アドビ システムズ社が提供する 2 年間のライセンスプログラ
ムメンバーシップです。CLP 4.5のメンバー（プログラムメンバー）は、アドビソフトウェアライセン
スおよびオプションのアップグレードプランの初回オーダーを販売店に発注します。初回オーダーの
合計ポイント値により、CLP 4.5のメンバーシップ期間中のオーダーに適用されるディスカウントレベ
ルが決定します。また、プログラムメンバーは、CLP 4.5のメンバーシップ期間中に追加ライセンスや
アップグレードプランを購入してポイントを累積することで、ディスカウントレベルを上げることが
できます。
CLPメンバーシップは、世界中の企業、および教育機関が利用でき、アドビのほとんどのデスクトッ
プ製品を対象としています。


メンバーシップ
すべての新規または更新のプログラムメンバーは、アドビの CLP 4.5 メンバーシッププログラム加入
契約を締結する必要があります。
新規または更新のプログラムメンバーは CLP 4.5 ライセンスプログラム新規 / 更新メンバーシップ契
約をアドビに提出します。アドビによる承認が終わると、プログラムメンバーは CLP 4.5メンバーシッ
プ IDをアドビから電子メールで受け取ります。


CLPの概要
 ワールドワイドの企業メンバー


メンバータイプ


企業


企業向けCLP 4.5メンバーシップの規定によって定義されてい
ます。


CLP 4.5の基本 初回オーダーの合計ポイント値によってディスカウントレベ
ルが決まります（その後のオーダーによってポイントが累積
し、ディスカウントレベルが上がります）。


ディスカウントレベル
（米国、カナダ、日本）


4つのポイントレベル


1 = 40,000 – 99,999 


2 = 100,000 – 224,999 


3 = 225,000 – 349,999


4 = 350,000+


メンバーシップ期間 プログラムメンバーとアドビとの間で、2年間


再注文の最低発注単位 なし
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関連会社
プログラムメンバーは、メンバーシップに関連会社1を登録することができます。プログラムメンバー
が CLPメンバーシップに含むことができる関連会社は、メンバーリスト関連会社およびエンロールメン
ト契約関連会社の 2種類です。それぞれに特典が適用されます。


リスト登録関連会社
プログラムメンバーは、所定の条件を満たす2 関連会社を登録し、CLPに参加させることができます。
これらの関連会社は自分で加入契約を結ぶ必要がありませんが、プログラムメンバーの CLPメンバー
シップのもとで購入し、同じディスカウントレベルが適用されます。リスト登録関連会社によって発
注されたオーダーによってもプログラムメンバーのポイントが累積されます。メンバーリスト関連会
社には初回オーダーの要件はありません。


エンロールメント契約関連会社
プログラムメンバーの加入契約に登録されている適正な関連会社は、エンロールメント契約関連会社
として個別に加入することもできます。エンロールメント契約関連会社として参加する場合、個別の
加入契約書の提出が必要です。これにより、個別のシリアルナンバーが発行され、独自のアドビライセ
ンスセンター（ALC）、販売店、およびアップグレードプランの支払い回数を指定することができます。


初回オーダーの要件
エンロールメント契約関連会社はそれぞれ、最低 3,500ポイントの初回オーダーを行う必要があります。


  


1. CLPメンバーシップ契約書の中で定義されています。
2. CLP 4.0契約書の「Schedule A」です。


 関連会社の特徴
リスト登録 エンロールメント


契約関連会社


累積したポイントがプログラムメンバーのポイ
ントに追加される


○ ○


プログラムメンバーと同じディスカウントレベ
ルを受ける


○ ○


会社名および所在地がプログラムメンバーの加
入契約にリスト登録されている必要がある


○ ○


プログラムメンバーのメンバーシップの終了時
に同時に終了する


○ ○


CLP 4.5エンロールメント契約関連会社によって
個別に加入する必要がある


○


アップグレードプランお支払いオプションを選
択する


○


購入先のアドビライセンスセンターや認定販売
店を独自に選択できる


○


固有のメンバーシップ番号を割り当てられる ○


プログラムメンバーとは異なるシリアルナン
バーを割り当てられる


○


初回オーダーが必要である ○
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アドビライセンスセンターまたは認定販売店
プログラムメンバーは、CLP 4.5メンバーシップ加入契約フォームで、アドビライセンスセンター（ALC）
と認定販売店を指定します。ALC は、企業および教育機関のプログラムメンバーに CLP 4.5 を提供す
ることをアドビ システムズ社によって認定された流通会社です。
注意：アドビ認定販売店はここで検索してください。
（http://aad.i-office.ne.jp/aadlist/main.html?ogn=JP-gntray_store_purchase_options_jp）


ディスカウントレベルを上げる
プログラムメンバーは、自身と関連会社がメンバーシップ期間中に購入を続けることで、より上位の
ディスカウントレベルに移行できます。


ディスカウントレベルの移行
アドビ システムズ社は、毎月 26日に、プログラムメンバーの CLP 4.5メンバーシップの発効日からそ
の月の 25 日までに各プログラムメンバーおよびその関連会社が購入したポイントの合計を再集計し
ます。
プログラムメンバーが25日までに累積した合計ポイントが上位のディスカウントレベルに達した場合
は、翌月１日から上位のレベルが適用されます。アドビは、プログラムメンバーのライセンス管理担
当者と ALC、認定販売会社、アドビアカウントマネージャ、およびエンロールメント契約関連会社の
ライセンス管理担当者、ALCおよび認定販売会社宛てに、上位のディスカウントレベルに移行した旨
を通知します。


例1 — アドビ システムズ社は7月21日に、あるALCからABC社のオーダーを受注しました。このABC
社のCLP 4.5メンバーシップ発効日は4月3日です。7月26日に、4月3日から7月25日までにABC社およ
びその関連会社から発注されたすべてのオーダーの合計ポイントが、システムによって計算されま
す。合計ポイント数によってABC社が上位のディスカウントレベルに移行する場合、8月1日付けで
新たなディスカウントレベルに自動的に移行し、アドビはプログラムメンバー、そのALC、認定販
売会社、およびアドビアカウントマネージャに通知します。


例2 — アドビ システムズ社は7月27日に、あるALCからABC社のオーダーを受注しました。月々の
ポイント集計は 25日に行われるため、このオーダーは 8月 25日に行われるプログラムメンバーの
ディスカウントレベル集計時に反映されます。8月25日までの合計ポイント数によってプログラム
メンバーが上位のディスカウントレベルに移行する場合、その変更は9月1日に有効になります。



http://aad.i-office.ne.jp/aadlist/main.html?ogn=JP-gntray_store_purchase_options_jp

http://aad.i-office.ne.jp/aadlist/main.html?ogn=JP-gntray_store_purchase_options_jp
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エンドユーザ ID番号
アドビ システムズ社は、それぞれのプログラムメンバーおよびエンロールメント契約関連会社にエン
ドユーザ ID 番号を発行します。そのプログラムメンバーまたはエンロールメント契約関連会社のす
べてのオーダーに関する情報は、アドビライセンシングWebサイト（https://www.licensing.adobe.com）
でエンドユーザ IDを使用して参照できます。この番号は、CLPメンバーシップの 2年間だけ有効なプ
ログラムメンバーの CLP 4.5 メンバーシップ番号とは異なります。プログラムメンバーは、メンバー
シップが満期で終了し、更新メンバーシップが開始された後も同じエンドユーザ IDを保有します。


アドビライセンシングWebサイト
アドビライセンシングWebサイト（LWS）（https://www.licensing.adobe.com）は、CLPメンバーが各自の
メンバーシップに関する情報を参照できるサイトです。これには、オーダーの詳細、LWS アカウント
情報、製品のシリアルナンバー、および満期日などのメンバーシップ情報が含まれます。新しいプロ
グラムメンバーは、CLP 4.5メンバーシップの LWSアカウントが登録されると、LWSのログイン名お
よびパスワードが記載された電子メールを受け取ります。


レポート
プログラムメンバーは、アドビライセンシングWebサイト（LWS）（https://www.licensing.adobe.com）で、
アドビ システムズ社のロゴが付いた明細書を印刷できます。この明細書は数ページにわたる場合があ
ります。プログラムメンバーは、期間を日付で指定し、その期間中にライセンスされたすべての製品
をが記載された印刷可能なオンラインのマスタードキュメントを作成できます。
また、プログラムメンバーは、以下の制限付きで、アドビに発注されたすべてのオーダーをまとめた
オーダー詳細レポートを作成できます。


• プログラムメンバーの CLP 4.5 加入契約で指定されているライセンス管理担当者は、プログラ
ムメンバーおよび関連会社のすべてのオーダー情報（エンロールメント契約関連会社のオー
ダー情報を含む）にアクセスできます。


• それぞれのエンロールメント契約関連会社の加入契約書に記載されたライセンス管理担当者
は、自身が発注したオーダー情報にのみアクセスできます。


カスタマー サービス
アドビカスタマーサービスは、Adobe Open Options の参加者をサポートします。日本のプログラムメ
ンバーは 03-5350-7135 にお電話いただけます。日本以外の地域の連絡先情報については、カスタマー
サービスインターナショナルサポート（www.adobe.com/support/intlsupport.html）をご利用ください。
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注文方法
初回オーダー
メンバーシップ IDの受領後 30日以内に、プログラムメンバーは初回オーダーの注文書を ALCに提出
する必要があります。このオーダーは、CLP 4.5メンバーシップ加入契約で選択されている最低ポイン
トレベルを満たしていなければなりません。プログラムメンバーには、オーダー確認の電子メールが
送られます。これには発注された製品のシリアルナンバーへのアクセス手順が記載されています。
このオーダーが加入契約で選択されているディスカウントレベルの最低ポイント数に満たない場合、
オーダーは処理されず、シリアルナンバーは発行されません。オーダーは修正のため発注者に返され
ます。プログラムメンバーがオーダーを修正して 7日以内に再提出しない場合、アドビはプログラム
メンバー、ALC、認定販売会社、およびアカウントマネージャに、初回オーダーを受領していない旨
の通知を電子メールで送信します。15日以内に、アドビは CLP 4.5メンバーシップを一時停止する場
合があります。


再注文および追加オーダー
プログラムメンバーは ALC を通じていつでも追加オーダーをすることができます。そして、より上位
の割引を受けられるポイントに到達するまで、初回オーダーと同じ割引を受けることができます。
初回オーダー後のオーダーには、最低ポイントの要件はありません。


ライセンス購入の要件
プログラムメンバーとその関連会社は、自身がソフトウェアをインストール、配備、もしくはその他
の方法で使用、または使用可能にした場合、その同じ月の間にライセンスをオーダーする責任があり
ます。


メディアおよびマニュアル
ほとんどのアドビデスクトップ製品のマニュアルはオンラインで提供されています。プログラムメン
バーは、必要に応じてソフトウェアメディアまたは印刷されたマニュアルを注文できますが、オーダー
したライセンス数を超えた数を注文することはできません。メディアや印刷されたマニュアルのオー
ダーは、ポイントには累計されません。


ESD（電子ソフトウェアダウンロード）
CLP 4.5では、アドビ システムズ社はアドビライセンシングWebサイト（https://www.licensing.adobe.com）
で、ほとんどの製品について ESDを提供します。一部、ESDが提供されないアドビ製品もあります。
アドビは、各関連会社のエンロールメント契約および CLP 4.5メンバーシップで指定されたライセンス
管理担当者、およびオーダー時に記載された発送先担当者に、セキュリティの高い ESDサーバーへの
アクセスを提供します。これらの担当者は、上の「ライセンス購入の要件」で説明されている条件を
満たしていれば、ESD が提供されているアドビデスクトップソフトウェア製品をダウンロードでき
ます。
各製品のダウンロード数はダウンロードサイトで記録されており、ESDダウンロードページに表示さ
れます。
ESDによるダウンロードに関して問題が発生した場合は、アドビカスタマーサービスがサポートしま
す。アドビ ライセンス コールセンター：
TEL：03-5350-7135 







Adobe Systems Incorporated CLP 4.5プログラムガイド


バージョン 3 ページ 7 / 14


シリアルナンバー
CLP 4.5プログラムメンバーには、それぞれの製品、バージョン、言語、プラットフォームにつき 1つ
のシリアルナンバーが発行されます。ただし、Macintosh®版 とWindows®版 の両方で提供される製品は、
1つのプラットフォームだけがライセンスされている場合でも、プログラムメンバーには両方のプラッ
トフォーム用のシリアルナンバーが発行されます。プログラムメンバーは、提供されている製品のす
べてのインストールの際に固有のシリアルナンバーを使用します。CLP 4.5メンバーシップが更新され
ても、加入契約書で同じエンドユーザ IDが指定されている限り、シリアルナンバーは変わりません。
プログラムメンバーは、LWSにログインし、オンラインの手順に従ってシリアルナンバーを取得でき
ます。


返品
CLP 4.5メンバーシップにおいて購入されたものは、次のいずれかの理由に限り返品できます。


• プログラムメンバーがエンドユーザ使用許諾契約書（EULA）の規定に同意しない場合。


• 誤った製品、プラットフォーム、または数量が納品された場合（ALCまたは販売店の注文書の
内容がプログラムメンバーが注文したものと一致しない場合を含みます）。


• プログラムメンバーが出荷または請求を重複して受領した場合（ALCまたは販売店からの注文
書の重複による場合に限る）。


• プログラムメンバーがオーダーをキャンセルした場合（アドビが製品を出荷した後で、プログ
ラムメンバーが受領する前）。


すべての返品リクエストにはアドビの承認が必要です。プログラムメンバーは、元のライセンス注文
日から 30日以内に返品リクエストを提出しなければなりません。リクエストには、返品理由と、ライ
センスを注文した日付を証明できるものの提示が必要です。アドビは返金に際し、ALCまたは販売店
が提供するアドビのライセンス破棄証明書にプログラムメンバーの正式な署名を受領する必要があり
ます。
返品が承認されると、プログラムメンバーの合計ポイント数が次の月のレポートで調整されます。
プログラムメンバーはオーダーの一部のみを返品することもできます。ただし、返品の結果プログラ
ムメンバーのディスカウントレベルが下がることになる場合、アドビは部分的な返品を拒否する場合
があります。


返品の例を以下に 2つ挙げます。
• 例 1 — 返品によってプログラムメンバーが低いレベルに移行します。CLPの契約内容のディス
カウントレベルを修正するまで、オーダーは拒否されます。


• 例 2 — プログラムメンバーが、初回オーダーをすべて返品し、なおかつ CLP 4.5メンバーシッ
プを継続したい場合、もとのディスカウントレベルの最低ポイント要件を満たすオーダーを伴
う場合にのみ承認されます。
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アップグレードプラン
プログラムメンバーは、アップグレードプランの有効期間中に、アドビが提供する製品アップグレー
ドを受ける権利を購入することができます。
有効期間は、アップグレードプランがオーダーされた月の翌月1日に始まります。月の1日付けでアド
ビがオーダーを受注した場合はその日に始まります。プログラムメンバーはアップグレードプランの
購入でもポイントを累積できます。アップグレードプランの有効期間はCLPメンバーシップの満了日
に終了します。
アップグレードプランは、新規ライセンスおよびアップグレードライセンスと同時に購入しなければ
なりません。ただし、CLP 4.5メンバーシップの最初の 6ヶ月間に限り、現在の CLPメンバーシップ以
前に購入した最新版のライセンスに対するアップグレードプランを単独で購入することができます。
次の表は、お支払いオプションに応じたアップグレードプラン SKUを記載しています。この表が示す
ように、CLP 4.5メンバーシップの最初の 6ヶ月が経過すると、以降の有効期間は 6ヶ月ごとに区切ら
れます。


製品の新しいバージョンが発表された月の発表日より以前の日付でその製品のアップグレードプラン
を注文していたプログラムメンバーは、アドビカスタマーサービスに連絡して無償アップグレードを
リクエストする必要があります。


例 :プログラムメンバーが 8月 12日に製品のアップグレードプランを注文しました。アドビは、
その製品の新バージョンを 8月 18日に発表しました。アップグレードプランは 9月 1日に開始
します。プログラムメンバーがカスタマーサービスに連絡すると、無償でアップグレードライ
センスとメディアクーポンが支給されます。


プログラムメンバーが注文したアップグレードプランの製品をアドビが廃止した場合でも、アップグ
レードプラン料金の払い戻しは行われません。


お支払いオプション
プログラムメンバーは、2年分一括もしくは1年毎分割でアップグレードプラン料金を支払うことがで
きます。メンバーシップの開始時にプログラムメンバーが選択したお支払いオプションは、2年間のメ
ンバーシップ期間中に購入するすべてのアップグレードプランに適用されます。


アップグレードプランの更新
アドビ システムズ社は、アップグレードプランの期間が満期になる 90 日前に、プログラムメンバー
に電子メールで通知します。プログラムメンバーがアップグレードプランの満期日までに更新しない
場合、アップグレードプランは終了します。


 CLP 4.5のアップグレードプランお支払いオプション


お支払いオプション CLP 4.5メンバーシップの月


1-6 7-12 13-18 19-24


１年 12ヶ月 SKU 6ヶ月 SKU 12ヶ月更新 SKU 6ヶ月更新 SKU


２年 24ヶ月 SKU 18ヶ月 SKU 12ヶ月 SKU 6ヶ月 SKU
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CLP 4.5メンバーシップの更新
2年間の CLP 4.5メンバーシップ期間満了後、次の 2年間も引き続き CLPメンバーシップへの参加を
希望するプログラムメンバーは、メンバーシップを更新できます。プログラムメンバーは、先の CLP
メンバーシップからのシリアルナンバーとエンドユーザ IDをそのまま継続して使用します。ただし、
更新された CLPメンバーシップには、新しい CLPメンバーシップ番号が割り当てられます。


更新の通知
アドビ システムズ社は、CLP 4.5メンバーシップの満了日の前に、CLP 4.5メンバーシップの更新期限
である満了日をプログラムメンバーに通知します。
中断することなく更新するには、CLP 4.5メンバーシップ期間満了日の 10日前までに更新手続きを完
了する必要があります。


更新の要件
引き続き 2年間のメンバーシップ参加を希望する CLP 4.5プログラムメンバーは、アドビの CLP 4.5メ
ンバーシッププログラム更新契約を締結する必要があります。


更新 CLP期間のディスカウントレベルを設定するためには初回オーダーが必要です。
ただし、先の CLP期間中の 1年平均の合計獲得ポイント数がいずれかのディスカウントレベルの最低
ポイント要件を超える場合、初回オーダーの必要はありません。初回オーダー要件無しで CLPを更新
する資格の有無を確認するには、先の CLP期間満了時点での合計獲得ポイント数を 2で割ります。そ
の値がいずれかのディスカウントレベルの最低ポイント要件を上回る場合は、初回オーダーをするこ
となくそのレベルで更新できます。


先の CLP期間中の獲得ポイントに基づいて更新 CLPのディスカウントレベルを決定する場合、新しいメ
ンバーシップはゼロポイントから開始します。
プログラムメンバーの依頼があれば、アドビは、先の CLP 4.5 メンバーシップの発効日からリクエス
ト日までの注文履歴を集計し、CLP更新時のディスカウントレベルの見込みを調べます。


更新の例
次の例は、CLPレベル 1（最低ポイント値：40,000）を選択した一般企業プログラムメンバーを想定し
ています。


例 1：あるプログラムメンバーの初回オーダーは 40,000ポイントで、CLP 4.5メンバーシップの期
間中に合計 20,000ポイントの追加オーダーを発注しました。その結果、このプログラムメンバー
は CLP 4.5メンバーシップの終了時までに合計 60,000ポイントを累積しました。このプログラム
メンバーの合計ポイントを 2で割った年間平均獲得ポイントは 30,000ポイントとなり、企業向
け CLPディスカウントレベルの最低ポイント要件（40,000ポイント）に満たないため、CLP 4.5
メンバーシップを更新するためには初回オーダーが必要です。


例2：あるプログラムメンバーの初回オーダーは100,000ポイントで、CLP 4.5メンバーシップの
期間中にそれ以外のオーダーはありませんでした。このプログラムメンバーの合計累積ポイン
トを2で割ると年間平均50,000ポイントになり、企業向けCLP ディスカウントレベル1の最低ポイ
ント要件である 40,000ポイントを上回るため、初回オーダーなしで、CLP 4.5メンバーシップを
CLPディスカウントレベル1で2年間更新することができます。
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例 3：あるプログラムメンバーの初回オーダーは 60,000ポイントでした。CLP 4.5メンバーシッ
プの期間中に、合計 60,000ポイントの追加オーダーをし、これによりプログラムメンバーはよ
り上位のディスカウントレベルであるレベル 2に移行しました。その後、CLP期間の終了時ま
でに、合計 210,000 ポイントを累積しました。プログラムメンバーの合計ポイントを 2 で割る
と、年間平均 105,000ポイントになり、レベル 2の最低ポイント要件である 100,000ポイントを
上回ったため、初回オーダーなしで、ディスカウントレベル2で2年間更新することができます。


関連会社の更新
メンバーシップの終了後、次の 2年間も CLP4.5への参加を希望する関連会社は、プログラムメンバー
が再加入した後に更新することができます。
エンロールメント契約関連会社は、最初のメンバーシップの終了後、CLPへの参加を継続するために
は別途エンロールメント契約を更新する必要があります。初回オーダーなしでCLP4.5メンバーシップ
が更新された場合、関連するエンロールメント契約も初回オーダーなしで更新できます。何らかの理由
によりCLP4.5メンバーシップが更新されなかった場合、関連会社のエンロールメント契約は更新でき
ません。


ハイボリュームディスカウント
概要
対象製品（対象製品に適用されるアップグレードおよびアップグレードプランを含む）を 1回のオー
ダーで一定のユニット数以上ご購入いただくと、いっそう有利な割引価格がプログラムメンバーに適
用されます。


対象となるお客様
• 企業のプログラムメンバー


メンバーシップ
別途契約する必要はありません。この CLP 4.5 オプションは特別な SKU を使用するだけで参加でき、
取引の時点で適用されます。


ディスカウントレベル
プログラムメンバーは、該当する CLP 4.5価格リストに記載された適切なハイボリューム SKUを指定
して注文します。ハイボリュームディスカウントのディスカウントレベルは１回の取引ごとに決定し
ます。1 回の注文がハイボリュームディスカウントの対象となる最小ユニット数を満たしている必要
があります。
注意：最小ユニット数を満たすために、複数の製品を組み合わせることはできません。
ハイボリュームディスカウント注文では、ライセンス、アップグレードライセンス、アップグレード
プラン、その他の CLP注文と同じ CLPポイント数が累積されます。
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ディスカウントレベルと購入ごとに必要な最小ユニット数を次の表に示します。


アップグレードの手続き
ハイボリュームディスカウントでアップグレードライセンスを購入するためには、フルライセンスと
同様の上記最小ユニット数を注文しなければなりません。


ポリシー
ダウングレード（旧バージョンの使用）に関するライセンスポリシー
アドビ システムズ社は、プログラムメンバーが現行バージョンの製品ライセンスを購入して旧バー
ジョンを使用すること（ダウングレード）を認めています。旧バージョンのシリアルナンバーをお持
ちでない場合は、必要なシリアルナンバーをアドビカスタマーサービスに請求することができます。
ただし、旧バージョンの製品に関するメディア、マニュアル類およびサポートについては提供が終了
している場合があります。また、プログラムメンバーは現行の EULAに規定されているすべてのガイ
ドラインに従う必要があります。


同時使用
教育機関向け CLP 4.5 のプログラムメンバーは、アドビ製品の研究目的または管理目的で使用するア
ドビ製品について同時使用ライセンスを注文できます。ただし、このオプションには追加料金が発生
する場合があります。また、プログラムメンバーは適切な認証または監視ソフトウェア使用して同時
使用状況を管理する必要があります。一般企業向け CLPについては、FrameMaker UNIX Shared版以外
の同時使用ライセンスは提供されていません。


クロスランゲージライセンス
特定の言語で販売されたライセンスは、その言語に限って使用できます。プログラムメンバーはライ
センスされた言語以外で製品を使用することはできません。
ただし、有効なアップグレードプランを持っているプログラムメンバーについては、製品の新しいバー
ジョンにおいて現在ライセンスを取得している言語が利用できなくなった場合や、最初は利用できな
かったその地域の言語が追加された場合は例外となります。この場合、どの言語が適用されるかアド
ビより連絡いたします。


クロスプラットフォームライセンス
CLPプログラムメンバーは、製品をWindowsとMacintoshの両方で使用でき、両プラットフォームで
のバージョンが同じ場合、Windows版とMacintosh版の両方の製品シリアルナンバーを受け取ります。
プログラムメンバーは、使用しているライセンス数の合計が購入したライセンス数を上回らない限り
は、どちらのプラットフォームを選択しても構いません。


企業および政府機関 *メンバー


レベル 個別 SKUあたりユニット数


1 1,000 - 4,999


2 5,000 - 9,999


3 10,000 - 24,999


4 25,000 +
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エンドユーザ使用許諾契約
製品を使用する際には、その製品のエンドユーザ使用許諾契約（EULA）の制約を受け、通常はイン
ストール時に画面上でクリックすることで同意する必要があります。EULAについては
http://store1.adobe.com/products/eulas/で確認できます。CLP 4.5の契約条件が EULAに抵触する場合は、
CLP 4.5の契約条件が優先されます。


メディアの複製
プログラムメンバーがメディアの複製について許諾を受けるには、CLP 4.5メンバーシップに加えて、
メディア複製の別紙契約に署名する必要があります。メディアの複製については、当該別紙契約に規
定された制約および要件がすべて適用されます。


ワールドワイドの通貨
アドビ システムズ社は、ALC向けの CLP価格体系を米ドル、ユーロ、日本円でのみ発行しています。
ALCの価格リストは、固定した為替相場に基づいてそれぞれの通貨で発行されます。
注意：これらの価格リストは、ワールドワイドで同じ価格を反映していない場合があります。価格体
系は、為替相場とその他の要因により異なる場合があります。プログラムメンバーのワールドワイド
CLPメンバーシップは、ワールドワイドで同じ価格体系を保証するものではなく、同じディスカウン
トレベルが適用されるというものです。
ライセンス、サポート、アップグレードプランの料金は、ALC で決定されます。アドビでは ALC に
よる請求の価格体系を設定していません。プログラムメンバーは、ALCと料金について直接交渉でき
ます。価格、納期、インストール方法、支払い条件については、プログラムメンバーとプログラムメ
ンバーの ALC間で同意する必要があります。
ワールドワイドの各地域ごとに単一の通貨が設定されており、ALCはアドビとのオーダーの受注処理
を設定された現地通貨で行う必要があります。適切な現地通貨は、オーダーが発行されたエンドユー
ザの住所（発送先住所）に基づいて決まります。
ワールドワイドの ALCは他の現地通貨でオーダーを処理できますが、アドビとの受注処理は適切な現
地通貨で行う必要があります。


国または地域ごとの通貨の一覧を次の表に示します。


発送先地域（国） 通貨


米国およびカナダ 米ドル


ラテンアメリカ（メキシコおよびカリブ諸国を含む） 米ドル


ヨーロッパ（すべての EUおよび EFTA加盟国） ユーロ


その他のヨーロッパ（ヨーロッパおよび東ヨーロッパのすべ
ての EU/EFTA非加盟国）


米ドル


中東およびアフリカ 米ドル


アジアパシフィック（中国、台湾、すべての東南アジア諸国、
オーストラリア、ニュージーランド、インド、その他すべて
のアジア諸国（日本を除く））


米ドル


日本 円
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ライセンスの譲渡
アドビ製品の EULAではソフトウェアライセンスを他人または他の法人に譲渡することが認められて
いますが、CLPライセンスは、CLP 4.5メンバーシップ規定により譲渡に制限があり、吸収合併、買収、
統合、会社分割等に起因する場合に限り、CLPライセンスを譲渡できます。ライセンスの譲渡に関す
るポリシーは次のとおりです。


• プログラムメンバーは、資格を有する他のあらゆる CLPプログラムメンバーに対し、または TLP
に参加しているあらゆる組織に対し、ライセンスを譲渡できます。


• ライセンスの譲渡者と譲受者の双方が、ライセンス譲渡フォームに記入および署名する必要が
あります。


• 譲受者は EULAの規定に同意する必要があります。
• CLP 4.5のポイントは、譲受者に譲渡されます。
• 譲渡するライセンスに対して現在有効なアップグレードプランがある場合、そのアップグレー
ドプランもライセンスと共に譲渡する必要があります。


情報の取り扱いについて
アドビ システムズ社は、CLP 4.5プログラムの管理、およびCLP 4.5メンバーシップ契約に基づいた義
務を履行するために、プログラムメンバーおよび関連会社の情報を利用することがあります。これら
の情報は、ワールドワイドのアドビ システムズ社の組織およびワールドワイドのALCや販売代理店で
利用されることがあります。これには次の内容が含まれますが、これに限定されるものではありま
せん。


• ALCまたは販売代理店との、エンドユーザ IDを含む任意のメンバー（または加入関連会社）の
必要なプログラム情報の共有。


• 関連会社との間でのメンバーに関する情報の共有、およびメンバーとの間での関連会社に関す
る情報の共有。


• アドビは、プログラムメンバー（または関連会社）におけるライセンス管理担当者の氏名およ
び連絡先情報を取得し、その担当者にプログラムに関連する情報を送信する場合があります。
これには、アップグレードの通知、プログラムの変更、SKUの廃止の通知などがあります。


• アドビは、プログラムメンバー（または関連会社）のライセンス管理担当者の氏名および連絡
先情報を、ACLや販売代理店、またはプログラム管理に携わっているワールドワイドのアドビ
システムズ社の組織にその所在地に関係なく提供する場合があります。
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CLP 4.5定義
関連会社—関連会社とは法人格を持つ組織であり、企業の関連会社の場合は、プログラムメンバーが
所有している、プログラムメンバーの支配下にある、またはプログラムメンバーと共通の所有下にあ
る組織を指します。所有とは、少なくとも 50％の持分を有し、プログラムメンバーの支配下にある、
プログラムメンバーを支配している、またはプログラムメンバーと共通の所有下にある組織について、
採決を行うまたは意思決定を行う権限を有することをいいます。
同時使用 —１本のアドビ製品に複数のユーザが同時にアクセスできることを意味します。同時使用ユー
ザの総数は注文したライセンス数とは異なりますが、所定の時間にアクセスするユーザ数が購入した
ライセンス数の合計を上回ることはありません。
クロスプラットフォームライセンス—クロスプラットフォームライセンスを使用できる場合、ある製品
のライセンスをMacintosh® またはWindows® いずれかのプラットフォーム向けに取得したユーザは、両
プラットフォームのいずれでも（ただし、いずれか一方のみで）当該ソフトウェアの同一バージョン
を実行できる権利を有します。プログラムメンバーは、個々の製品ライセンスを注文するごとに、
Macintosh および Windows 向けの両方のシリアルナンバーを受け取ります。クロスプラットフォーム
ライセンスが適用されるプラットフォームはMacintoshおよびWindowsのみです。UNIX、Linuxなど
他のプラットフォームには適用されません。
ディスカウントレベル— CLP 4.5においてプログラムメンバーに適用される価格設定のレベルです。当
該プログラムメンバーの初回オーダー量と、以後の追加オーダー量を基準に設定されます。ディスカ
ウントレベルは、プログラムメンバーおよびその関連会社が発注する製品およびアップグレードプラ
ンの合計ポイント数によって決定されます。
エンドユーザ ID —アドビ システムズ社が新しいCLPプログラムメンバーまたはエンロールメント契
約関連会社用のアカウントを作成した結果生成される番号です。そのプログラムメンバーまたはエン
ロールメント契約関連会社のすべてのオーダーに関する情報は、アドビライセンシング Web サイト
（https://www.licensing.adobe.com）でエンドユーザ IDを使用して参照できます。この番号は、CLPメン
バーシップの 2年間だけ有効な、CLP 4.5メンバーシップ番号とは異なります。メンバーは、メンバー
シップが満期で終了し、新しいメンバーシップが開始された後も同じエンドユーザ IDを保有します。
初回オーダー要件—アドビ システムズ社からCLP 4.5メンバーシップ番号が発行されてから30日以内
に発注しなくてはならない最小のオーダー量を意味します。CLP 4.5に参加するプログラムメンバーと
しての資格を得るには、この要件を満たす必要があります。
ライセンシングWebサイト— https://www.licensing.adobe.comです。このWebサイトは、アドビ シス
テムズ社の営業、流通、およびアドビボリュームライセンスのお客様によって、現在のアカウント状
況を把握するために使用されます。
ポイント数—アドビデスクトップ製品およびアップグレードプランの価値を算定するための、ワール
ドワイドで共通の基準です。
ユーザ — ライセンスの被許諾者自身の業務上の目的のために、CLP 4.5 メンバーシップで許諾された
製品へのアクセスおよび使用を被許諾者が認可したあらゆる個人を意味します。


その他の情報
アドビライセンスセンターまたはアドビカスタマーサービスにご連絡いただくか、www.adobe.com/jpに
アクセスしてください。


Adobe、Adobeロゴ、Acrobat、FrameMakerは、Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の米国ならびに他の国
における商標または登録商標です。Macintosh は、Apple Inc. の米国ならびに他国における登録商標です。Windows は、
Microsoft Corporationの米国ならびに他国における商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。
その他すべての商標は、それぞれの権利帰属者の所有物です。


© 2007 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
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アドビ システムズ 株式会社 


セールスオペレーション 


東京都品川区大崎 1-11-2 


ゲートシティ大崎 イーストタワー 


 


プログラムガイドの変更 


企業向け CLP レベル１に関するポイントの変更について 


 


 


企業向け CLP レベル１に関して以下の通りポイントが変更となりました。 


 


当該 25,000 ポイントの適用は新規契約時のみに限られます。更新時の条件については、プログラム 


ガイドをご参照ください。 


 


変更日：2009 年 2 月 9 日 


 


1. プログラムガイド：ページ番号 2 


 レベル１の最低ポイントが、40,000 ポイントから 25,000 ポイントに変更。 


 この変更は日本のみに該当します。 


 


2. プログラムガイド：ページ番号 9 


 最低ポイント値：40,000 の削除 


 





